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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面の発光間隔を制御可能な表示制御装置であって、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示された画像からユーザがちらつきを知覚したか否かを示す評価情報を入力する
入力手段と、
　第１の画像信号の入力に応じて第１の画素値の第１の画像、及び第２の画素値の第２の
画像を第１の発光間隔で表示した場合にユーザがちらつきを知覚したことを示す評価情報
が入力された場合の前記第１の画像の前記第１の画素値、及び前記第２の画像の前記第２
の画素値を記憶する記憶手段と、
　第２の画像信号の入力に応じて順次、表示される第３の画像と第４の画像のうち、前記
第３の画像内の領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第１の画素値に対応し、
前記第４の画像内の前記領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第２の画素値に
対応する場合、
　前記領域の発光間隔を前記第１の発光間隔よりも短い第２の発光間隔にする制御と前記
領域の輝度を下げる制御の少なくとも一方を行う制御手段と
を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記第３の画像から、輝度が閾値以上の領域であって、面積が所定面
積以上の領域を特定すると共に、前記第３の画像と前記第４の画像のうち、前記第３の画
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像内の前記特定された前記領域の画素値が前記第１の画素値で、且つ、前記第４の画像内
の前記特定された前記領域の画素値が前記第２の画素値である場合、前記領域の発光間隔
を前記第１の発光間隔よりも短い前記第２の発光間隔にする制御と前記領域の輝度を下げ
る制御の少なくとも一方を行う
　ことを特徴とする請求項１記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記第１の画像信号に応じて前記第１の画像及び前記第２の画像を前記第１の発光間隔
で表示した場合にユーザがちらつきを知覚しなかったことを示す評価情報が入力された場
合、前記表示制御手段は、前記第１の画像と前記第２の画像よりも輝度の差が大きい第５
の画素値の第５の画像と第６の画素値の第６の画像を前記第１の発光間隔で表示させ、
　前記記憶手段は、前記第５の画像及び前記第６の画像を前記第１の発光間隔で表示した
場合にユーザがちらつきを知覚したことを示す評価情報が入力された場合の前記第５の画
像の前記第５の画素値、及び前記第６の画像の前記第６の画素値を記憶し、
　前記第２の画像信号の入力に応じて順次、表示される前記第３の画像と前記第４の画像
のうち、前記第３の画像内の領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第５の画素
値に対応し、前記第４の画像内の前記領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第
６の画素値に対応する場合、前記領域の発光間隔を前記第１の発光間隔よりも短い前記第
２の発光間隔にする制御と前記領域の輝度を下げる制御の少なくとも一方を行うことを特
徴とする請求項１記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記第１の画像信号に応じて前記第１の画像及び前記第２の画像
を前記第１の発光間隔で表示した場合に前記ユーザがちらつきを知覚しなかったことを示
す評価情報の入力に応じて、前記第１の画像に輝度が一致する前記第５の画像と、前記第
２の画像とは輝度が異なる前記第６の画像とを表示させることを特徴とする請求項３に記
載の表示制御装置。
【請求項５】
　表示画面の発光間隔を制御可能な表示制御装置であって、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御手段と、
　前記表示された画像内で画素値が異なる領域をユーザが知覚したか否かを示す評価情報
を入力するための入力手段と、
　第１の画像信号に応じて第１の画素値から第２の画素値までの画像を前記第１の画素値
の領域を移動させながら表示させた場合にユーザが前記画像内で画素値が異なる領域を知
覚したことを示す評価情報が入力された場合の前記第１の画素値、及び前記第２の画素値
を記憶する記憶手段と、
　第２の画像信号に応じて第１の領域と第２の領域とを含む画像を前記第１の領域を移動
させながら第１の発光間隔で表示した場合の前記第１の領域と前記第２の領域との画素値
が、前記記憶手段に記憶された前記第１の画素値と前記第２の画素値に対応する場合、前
記発光間隔を前記第１の発光間隔よりも長い第２の発光間隔にする制御と前記第２の画像
信号に応じて表示される画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも一方を行う制御
手段とを有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項６】
　前記第２の画像信号に基づく画像から前記移動領域を抽出する抽出手段を有し、
　前記制御手段は、前記抽出手段により抽出された第１の移動領域と第２の移動領域との
うち、移動速度がより高い前記第１の移動領域と前記第２の領域との画素値が前記第１の
画素値と前記第２の画素値に対応する場合、前記発光間隔を前記第１の発光間隔よりも長
い前記第２の発光間隔にする制御と前記第２の画像信号に応じて表示される画像のコント
ラスト比を下げる制御の少なくとも一方を行なう一方、前記移動速度が前記第１の移動領
域より低い前記第２の移動領域と前記第２の領域との画素値が前記第１の画素値と前記第
２の画素値に対応し前記第１の移動領域と前記第２の領域の画素値が前記第１の画素値と
前記第２の画素値に対応しない場合、前記制御を行わないことを特徴とする請求項５記載
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の表示制御装置。
【請求項７】
　前記第１の画像信号の入力に応じて前記第１の画素値の領域と前記第２の画素値の領域
を含む画像を前記第１の画素値の領域を移動させながら前記第１の発光間隔で表示させた
場合にユーザが前記画像内の前記第１の画素値と前記第２の画素値の違いを知覚しなかっ
たことを示す評価情報が入力された場合、前記表示制御手段は、前記第１の画素値と前記
第２の画素値よりも画素値の差が大きい第３の画素値の領域と第４の画素値の領域を含む
画像を前記第３の画素値の領域を移動させながら前記第１の発光間隔で表示させ、
　前記第３の画素値の領域と前記第４の画素値の領域を含む画像を前記第３の画素値の領
域を移動させながら前記第１の発光間隔で表示させた場合に前記ユーザが前記画像内の前
記第３の画素値と前記第４の画素値の違いを知覚したことを示す評価情報が入力されると
前記第３の画素値と前記第４の画素値を記憶し、
　前記制御手段は、
　前記第２の画像信号の入力に応じて前記第１の領域と前記第２の領域とを含む画像を前
記第１の領域を移動させながら前記第１の発光間隔で画像を表示した場合の前記画像内の
前記第１の領域と前記第２の領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第３の画素
値と前記第４の画素値に対応する場合、
　前記発光間隔を前記第１の発光間隔よりも長い前記第２の発光間隔にする制御と前記第
２の画像信号に応じて表示される動画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも一方
を行う
ことを特徴とする請求項５記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記第１の画素値と前記第２の画素値の違いを知覚しなかったことを示す評価情報が入
力された場合に表示される前記画像の前記第３の画素値は前記第１の画素値に一致し、前
記第４の画素値は前記第２の画素値と異なることを特徴とする請求項７に記載の表示制御
装置。
【請求項９】
　前記第１の画素値は前記画像内における最大輝度に対応する画素値であり、前記第２の
画素値は前記画像内における最小輝度に対応する画素値であることを特徴とする請求項５
に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記第１の画素値と前記第２の画素値の輝度は同一である一方、色度が異なることを特
徴とする請求項５に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　表示画面の発光間隔を制御可能な表示制御装置が行う表示制御方法であって、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御工程と、
　前記表示された画像からユーザがちらつきを知覚したか否かを示す評価情報を入力する
入力工程と、
　第１の画像信号の入力に応じて第１の画素値の第１の画像、及び第２の画素値の第２の
画像を第１の発光間隔で表示した場合にユーザがちらつきを知覚したことを示す評価情報
が入力された場合の前記第１の画像の前記第１の画素値、及び前記第２の画像の前記第２
の画素値を記憶する記憶工程と、
　第２の画像信号の入力に応じて順次、表示される第３の画像と第４の画像のうち、前記
第３の画像内の領域の画素値が、前記記憶工程で記憶された前記第１の画素値に対応し、
前記第４の画像内の前記領域の画素値が、前記記憶工程で記憶された前記第２の画素値に
対応する場合、
　前記領域の発光間隔を前記第１の発光間隔よりも短い第２の発光間隔にする制御と前記
領域の輝度を下げる制御の少なくとも一方を行う制御工程とを有することを特徴とする表
示制御方法。
【請求項１２】
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　表示画面の発光間隔を制御可能なコンピュータに、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御手順と、
　前記表示された画像からユーザがちらつきを知覚したか否かを示す評価情報を入力する
入力手順と、
　第１の画像信号の入力に応じて第１の画素値の第１の画像、及び第２の画素値の第２の
画像を第１の発光間隔で表示した場合にユーザがちらつきを知覚したことを示す評価情報
が入力された場合の前記第１の画像の前記第１の画素値、及び前記第２の画像の前記第２
の画素値を記憶する記憶手順と、
　第２の画像信号の入力に応じて順次、表示される第３の画像と第４の画像のうち、前記
第３の画像内の領域の画素値が、前記記憶手順で記憶された前記第１の画素値に対応し、
前記第４の画像内の前記領域の画素値が、前記記憶手順で記憶された前記第２の画素値に
対応する場合、
　前記領域の発光間隔を前記第１の発光間隔よりも短い第２の発光間隔にする制御と前記
領域の輝度を下げる制御の少なくとも一方を行う制御手順とを実行させることを特徴とす
るプログラム。
【請求項１３】
　表示画面の発光間隔を制御可能な表示制御装置が行う表示制御方法であって、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御工程と、
　前記表示された画像内で画素値が異なる領域をユーザが知覚したか否かを示す評価情報
を入力するための入力工程と、
　第１の画像信号に応じて第１の画素値から第２の画素値までの画像を前記第１の画素値
の領域を移動させながら表示させた場合にユーザが前記画像内で画素値が異なる領域を知
覚したことを示す評価情報が入力された場合の前記第１の画素値、及び前記第２の画素値
を記憶する記憶工程と、
　第２の画像信号に応じて第１の領域と第２の領域とを含む画像を前記第１の領域を移動
させながら第１の発光間隔で表示した場合の前記第１の領域と前記第２の領域との画素値
が、前記記憶工程で記憶された前記第１の画素値と前記第２の画素値に対応する場合、前
記発光間隔を前記第１の発光間隔よりも長い第２の発光間隔にする制御と前記第２の画像
信号に応じて表示される画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも一方を行う制御
工程とを有することを特徴とする表示制御方法。
【請求項１４】
　表示画面の発光間隔を制御可能なコンピュータに、
　画像信号の入力に応じて画像を表示させる表示制御手順と、
　前記表示された画像内で画素値が異なる領域をユーザが知覚したか否かを示す評価情報
を入力するための入力手順と、
　第１の画像信号に応じて第１の画素値から第２の画素値までの画像を前記第１の画素値
の領域を移動させながら表示させた場合にユーザが前記画像内で画素値が異なる領域を知
覚したことを示す評価情報が入力された場合の前記第１の画素値、及び第２の画素値を記
憶する記憶手順と、
　第２の画像信号に応じて第１の領域と第２の領域とを含む画像を前記第１の領域を移動
させながら第１の発光間隔で表示した場合の前記第１の領域と前記第２の領域との画素値
が、前記記憶手順で記憶された前記第１の画素値と前記第２の画素値に対応する場合、前
記発光間隔を前記第１の発光間隔よりも長い第２の発光間隔にする制御と前記第２の画像
信号に応じて表示される画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも一方を行う制御
手順とを実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像の表示制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　駆動周波数を増加させることで、フリッカ（表示画面のちらつき）を低減できることが
知られている。駆動周波数は、１秒あたりに表示画面を書き換える回数を示しており、垂
直同期周波数、リフレッシュレートなどに対応する。例えば、特許文献１には、静止画像
を表示させる場合に、駆動周波数（リフレッシュレート）を上げることでフリッカを低減
することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９８７６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、駆動周波数によっては、表示画像の劣化が知覚されてしまう恐れがあっ
た。
【０００５】
　例えば、駆動周波数を動画像コンテンツのフレームレートよりも上げれば、フリッカを
低減できるが、ジャーキネス（動領域の輪郭ボケ）が発生してしまう恐れがある。一方、
駆動周波数を動画像コンテンツのフレームレートと同じにすれば、フリッカの問題が発生
する恐れがある。
【０００６】
　また、同じ動画像を同じ駆動周波数で表示させても、フリッカやジャーキネスが知覚さ
れるか否かはユーザによって異なる。また、例えば、同じ駆動周波数で画像を表示させた
場合であっても、表示画像の画素値によって、フリッカの知覚されやすさが異なる。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザにとって表
示画像の劣化が知覚されにくくすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の問題点を解決するために、本発明の表示制御装置は、例えば、以下の構成を有す
る。即ち、表示画面の発光間隔を制御可能な表示制御装置であって、画像信号の入力に応
じて画像を表示させる表示制御手段と、前記表示された画像からユーザがちらつきを知覚
したか否かを示す評価情報を入力する入力手段と、第１の画像信号の入力に応じて第１の
画素値の第１の画像、及び第２の画素値の第２の画像を第１の発光間隔で表示した場合に
ユーザがちらつきを知覚したことを示す評価情報が入力された場合の前記第１の画像の前
記第１の画素値、及び前記第２の画像の前記第２の画素値を記憶する記憶手段と、第２の
画像信号の入力に応じて順次、表示される第３の画像と第４の画像のうち、前記第３の画
像内の領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第１の画素値に対応し、前記第４
の画像内の前記領域の画素値が、前記記憶手段に記憶された前記第２の画素値に対応する
場合、前記領域の発光間隔を前記第１の発光間隔よりも短い第２の発光間隔にする制御と
前記領域の輝度を下げる制御の少なくとも一方を行う制御手段とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザにとって表示画像の劣化が知覚されにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１における表示制御装置のブロック図
【図２】実施形態１における表示制御処理のフローチャート図
【図３】移動領域の抽出概念図
【図４】移動領域の時間変化例図
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【図５】移動領域の時空間表示例図
【図６】視覚される移動領域の時空間スペクトル表示例図
【図７】視覚特性決定処理のフローチャート図
【図８】時間応答特性取得のためのテスト画像の輝度の時間変化の例
【図９】実施形態２のテスト画像の例
【図１０】実施形態２の表示制御処理のフローチャート図
【図１１】実施形態３の表示制御装置のブロック図
【図１２】実施形態３の表示制御方法のフローチャート図
【図１３】時間応答特性、及び、空間応答特性の例
【図１４】ユーザの視覚特性の例
【図１５】時間応答特性取得のためのテスト画像の画素値の時間変化の例
【図１６】空間応答特性取得のためのテスト画像の画素値変化の例
【図１７】移動領域の時空間スペクトルの例
【図１８】実施形態２のユーザの視覚特性の例
【図１９】フリッカ候補領域抽出例
【図２０】フリッカ候補領域の時空間表示の例
【図２１】フリッカ候補領域の時空間スペクトルの例
【図２２】フリッカ候補領域の時間周波数スペクトルの例
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００１２】
　＜実施形態１＞
　＜システム構成について＞
　図１は、本実施形態における表示制御装置の構成例を示すブロック図である。
【００１３】
　表示制御装置１０６は、入力部１０１、決定部１０２、調整部１０３、画像処理部１０
４、表示部１０５を備える。尚、本実施形態の表示制御装置１０６は、表示部１０５（例
えばディスプレイ）を備えているが、表示部１０５とは別の装置であっても良い。また、
表示制御装置１０６は、駆動周波数を６０～２４０Ｈｚの範囲で制御可能である。ここで
、駆動周波数とは、１秒あたりに表示画面を書き換える回数を示しており、垂直同期周波
数、リフレッシュレートなどに対応する。即ち、表示制御装置１０６は、表示画面の発光
間隔を制御可能な表示制御装置である。
【００１４】
　入力部１０１は、ユーザ（視聴者）の視覚応答特性を、ユーザが操作するリモコン等を
介して取得する。そして、入力部１０１は、ユーザの視覚応答特性を入力する。本形態の
視覚応答特性は、表示部１０５に表示されたテスト画像に対するユーザの評価値に応じて
取得される。即ち、入力部１０１は、テスト画像の表示結果に対する評価情報を入力する
。視覚応答特性の取得の詳細は図７を用いて後述する。
【００１５】
　決定部１０２は、入力部１０１によって入力されたユーザの視覚応答特性に基づいて、
ユーザの視覚特性を決定する。つまり、決定部１０２は、ユーザの視覚特性を決定する。
視覚特性の決定方法については、図７を用いて後述する。
【００１６】
　調整部１０３は、ユーザの視覚特性と、入力動画像信号に基づいて、入力動画像信号の
変換、及び／又は、表示部１０５のパラメータの変更の有無を決定する。
【００１７】
　調整部１０３は、ユーザの視覚特性と、入力動画像信号に基づいて、入力動画像信号に
応じた画像を表示させた場合に、例えば、フリッカが知覚されるか否かを判定する。そし
て、調整部１０３は、フリッカが知覚されると判定した場合、入力動画像信号を変換、及
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び／又は、表示部１０５のパラメータの変更を行うことを決定する。より具体的には、調
整部１０３は、フリッカが知覚されると判定した場合、表示画面の駆動周波数を上げる、
及び／又は、表示画像の輝度値を入力動画像信号に応じた画像の輝度値よりも低くするこ
とを決定する。
【００１８】
　また、調整部１０３は、ユーザの視覚特性と、入力動画像信号に基づいて、入力動画像
信号に応じた画像を表示させた場合に、例えば、ジャーキネスが知覚されるか否かを判定
する。つまり、調整部１０３は、入力動画像信号のフレームレートよりも高い駆動周波数
で表示させた表示画像の動領域と静領域の境界において、擬似輪郭が知覚されるか否かを
判定する。そして、調整部１０３は、ジャーキネスが知覚されると判定した場合、入力動
画像信号を変換、及び／又は、表示部１０５のパラメータの変更を行うことを決定する。
より具体的には、調整部１０３は、ジャーキネスが知覚されると判定した場合、表示画面
の駆動周波数を下げる、及び／又は、表示画像のコントラスト比を入力動画像信号に応じ
た画像のコントラスト比よりも低くすることを決定する。
【００１９】
　また、調整部１０３は、入力動画像信号を変換すると決定した場合、その変換に係るパ
ラメータを決定し、決定したパラメータ（調整データ）を画像処理部１０４に出力する。
また、調整部１０３は、表示部１０５のパラメータを変更すると決定した場合、その変更
に係るパラメータを決定し、決定したパラメータ（調整データ）を表示部１０５に出力す
る。
【００２０】
　調整部１０３は、例えば、入力動画像信号に応じた画像の輝度よりも表示画像の輝度を
５％下げると決定した場合、そのことを示す調整データを画像処理部１０４に出力する。
ただし、調整部１０３は、上記のような輝度値の例に限らず、例えば、入力動画像信号に
対応する１枚のフレームデータに基づいて生成される複数のフレームデータ（サブフレー
ム）の輝度値の分配比率を変更するための調整データを出力しても良い。また、調整部１
０３は、例えば、一部のサブフレームから高周波成分を除去するための調整データを画像
処理部１０４に出力するようにしても良い。
【００２１】
　また、調整部１０３は、例えば、表示部１０５における駆動周波数を１２０Ｈｚから６
０Ｈｚに下げることを決定した場合、そのことを示す調整データを表示部１０５に出力す
る。尚、調整部１０３が、表示画像の輝度値を下げるための調整データを表示部１０５に
出力し、表示部１０５が表示画面の輝度値を制御するようにしても良い。
【００２２】
　画像処理部１０４は、調整部１０３によって出力された調整データに応じて、入力動画
像信号を変換する。ここで、入力動画像信号は、例えば、デジタルビデオカメラなどの映
像入力装置や、ハードディスクドライブなどの記憶媒体や、インターネット等を介したサ
ーバ等から入力される。また、本形態では、入力動画像信号に応じた動画像を表示させる
場合について説明するが、静止画像を表示させる場合にも本発明は適用可能である。画像
処理部１０４は、変換後の信号を表示部１０５に出力する。
【００２３】
　表示部１０５は、画像処理部１０４から出力された画像信号に応じた画像を、設定され
たパラメータ（駆動周波数、コントラスト比等）に応じて表示させる。
【００２４】
　＜視覚特性の決定処理＞
　次に、入力部１０１によるユーザの視覚応答特性の取得、及び、決定部１０２による視
覚特性の決定処理について、図７を用いて説明する。本形態では、入力部１０１が、ユー
ザの視覚応答特性として、時間応答特性、及び、空間応答特性を取得する（ステップＳ７
０１～Ｓ７１０）。そして、決定部１０２は、入力部１０１によって取得された時間応答
特性、及び、空間応答特性に基づいて、ユーザの視覚特性を決定する（ステップ７１１）
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。
【００２５】
　図７は、入力部１０１によるユーザの視覚応答特性の取得処理、及び、決定部１０２に
よるユーザの視覚特性の決定処理を示すフローチャートである。尚、図７の処理のうち、
ステップＳ７０１からステップＳ７０５までの処理が、ユーザの視覚応答特性のうち、時
間応答特性（時間周波数の応答特性）を取得するための処理である。また、ステップＳ７
０６からステップＳ７１０までの処理が、ユーザの視覚応答特性のうち、空間応答特性（
空間周波数の応答特性）を取得するための処理である。そして、ステップＳ７１１におい
て、決定部１０２は、取得された時間応答特性、及び空間応答特性から、ユーザの視覚特
性を決定する。
【００２６】
　ここで、時間応答特性は、駆動周波数と、ユーザのコントラスト感度との関係を示して
いる。取得される時間応答特性の例を図１３（Ａ）に示す。図１３（Ａ）では、ある駆動
周波数（時間周波数）において、ユーザが画面のちらつきを知覚しやすい（表示画像の輝
度が低くてもちらつきを知覚する）場合は、対応するコントラスト感度が高くなるように
プロットされている。つまり、時間応答特性は、各駆動周波数（時間周波数）における画
面のちらつきの知覚しやすさを示す。
【００２７】
　また、空間応答特性は、表示画像内の移動物体の空間周波数と、ユーザのコントラスト
感度との関係を示している。取得される空間応答特性の例を図１３（Ｂ）に示す。図１３
（Ｂ）では、ある空間周波数において、ユーザがコントラストを知覚しやすい（表示画像
内のコントラスト比が低くても画素値の違いを知覚する）場合は、対応するコントラスト
感度が高くなるようにプロットされている。つまり、空間応答特性は、各空間周波数の移
動物体に対するコントラストの知覚しやすさを示す。尚、本形態では、空間応答特性を、
移動物体の移動速度ごとに取得する。図１３（Ｂ）に示した空間応答特性は、ある移動速
度における空間応答特性の例である。つまり、本形態の入力部１０１は、複数の移動速度
ごとに空間応答特性を取得する。
【００２８】
　図７の処理は、例えば、ユーザによるリモコンや操作パネル等の操作によって、視覚特
性の登録モードに設定されたことにより開始される。
【００２９】
　ステップＳ７０１において、入力部１０１は、時間応答特性を取得するためのテスト画
像をある時間周波数（例えば１０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］）で表示部１０５に表示させる
。ステップＳ７０１において表示されるテスト画像は、フレーム全体が同じ画素値のテス
ト画像（テスト画像１、テスト画像２）が表示される。尚、テスト画像１とテスト画像２
の画素値は異なる。テスト画像１、２を交互に表示させた場合の表示画面の輝度の例を図
８に示す。図８に示すように、フレーム全体がＬｍａｘの輝度値であるテスト画像１と、
フレーム全体がＬｍｉｎの輝度値であるテスト画像２が、時間周波数に応じて交互に表示
される。つまり、例えば、時間周波数が１０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］の場合、１秒間にテ
スト画像１とテスト画像２をそれぞれ１０回ずつ表示させる。尚、テスト画像は、２種類
に限らず、例えば、徐々に輝度値が変化するようにしても良い。また、輝度値の代わりに
色度を変化させても良い。ステップＳ７０１において、ユーザから評価値が入力されると
、ステップＳ７０２に進む。
【００３０】
　ステップＳ７０２（入力手順）において、入力部１０１は、ユーザから入力された評価
値を、ユーザが操作するリモコン等から取得する。ここで、ユーザから入力される評価値
は、テスト画像１、２を交互に表示させた場合に、表示画面の変化（ちらつき）が知覚さ
れるか否かを示す評価情報である。ユーザは、画面がちらつくと感じた場合、リモコンの
所定のボタンを押す。ステップＳ７０２において、表示画面のちらつきを知覚したことを
示す評価値を取得した場合はステップＳ７０３に進む。一方、表示画面のちらつきを知覚
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いことを示す評価値を取得した場合はステップＳ７０１に戻り、テスト画像１及び２のコ
ントラスト比を上げる。ここで、コントラスト比を上げるとは、例えば、テスト画像１の
輝度Ｌｍａｘを上げ、テスト画像２の輝度Ｌｍｉｎを変更しないことによって行われる。
ただし、Ｌｍａｘを変更せずにＬｍｉｎを下げるなど、ほかの方法によりコントラスト比
を変更しても良い。即ち、ステップＳ７０２において、入力部１０１は、第１の画像信号
（テスト画像の画像信号）に基づき第１の画像（テスト画像１）及び第２の画像（テスト
画像２）を第１の発光間隔で表示させた場合の表示結果に対する評価情報を入力する。
【００３１】
　本形態の入力部１０１は、初めにＬｍａｘとＬｍｉｎの差を十分に小さくしてテスト画
像を表示させ、ユーザがちらつきを知覚しないと評価すると、徐々にコントラスト比を上
げていく。つまり、入力部１０１は、ユーザがちらつきを知覚しないと評価した場合、ス
テップＳ７０１に戻り、コントラスト比を上げる。そして、入力部１０１は、ユーザがち
らつきを知覚するまで処理を続けることで、ちらつきを知覚するコントラスト比と、ちら
つきを知覚しないコントラスト比の境界に基づくＬｍａｘとＬｍｉｎを取得する。
ステップＳ７０２において、所定の評価情報（ちらつきを知覚することを示す評価値）が
入力されると、ステップＳ７０３に進む。
ステップＳ７０３（記憶手順）において、入力部１０１は、所定の評価情報（ちらつきを
知覚することを示す評価値）が入力された第１の画像（テスト画像１）の画素値（Ｌｍａ
ｘ）、及び第２の画像（テスト画像２）の画素値（Ｌｍｉｎ）を記憶する。尚、本形態の
入力部１０１は、ちらつきを知覚すると評価されたときのテスト画像の画素値として、輝
度値を記憶しているが、これに限らない。例えば、テスト画像１とテスト画像２で色度が
異なるテスト画像を用いる場合は、色度を記憶するようにしても良い。
【００３２】
　さらに、ステップＳ７０３において、入力部１０１は、ステップＳ７０２でフリッカを
知覚したと判定されたときの輝度値Ｌｍａｘ、Ｌｍｉｎ、及び式（１）を用いて時間的コ
ントラスト感度ｍを求める。
【００３３】

【数１】

【００３４】
　式（１）に示すように、時間的コントラスト感度ｍの値が高いユーザほど、テスト画像
１、テスト画像２の輝度差が小さくても画面のちらつきが知覚される。つまりフリッカが
気になりやすいユーザであるといえる。
【００３５】
　また、時間的コントラスト感度ｍは、テスト画像の平均輝度Ｌｍｅａｎと振幅ΔＬを用
いて、式（２）から求めても良い。
【００３６】
【数２】

【００３７】
　また、テスト画像は、図１５のように、テスト画像１とテスト画像２の輝度値の和が一
定になるようにして、色度だけを時間的に変化させるようにしても良い。つまり、テスト
画像１の色度Ｃ１とテスト画像２の色度Ｃ２が異なるようにしても良い。この場合のコン
トラスト感度ｍは、以下の式（３）から求められる。
【００３８】
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【数３】

【００３９】
　ステップＳ７０３において、ある時間周波数の時間的コントラスト感度の算出を終える
と、ステップＳ７０４に進む。
【００４０】
　ステップＳ７０４において、入力部１０１は、すべての時間周波数（駆動周波数）にお
ける時間的コントラスト感度の算出を終えたか判定する。そして、すべての時間周波数に
おける時間的コントラスト感度の算出を終えたと判定された場合はステップＳ７０５に進
む。一方、まだ時間的コントラスト感度を算出していない時間周波数があると判定された
場合は、ステップＳ７０１に戻り、テスト画像を表示させる際の時間周波数（駆動周波数
）を変更して時間的コントラスト感度の取得処理を継続する。つまり、例えば、時間周波
数１０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］から１２０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］まで、１０［ｃｙｃｌ
ｅ／ｓｅｃ］刻みで、時間周波数における時間的コントラスト感度を算出する場合、ステ
ップＳ７０３の処理を１２回行うことになる。
【００４１】
　ステップＳ７０５において、入力部１０１は、ステップＳ７０３で得られた各時間周波
数での時間的コントラスト感度ｍに基づいて、ユーザの時間応答特性を取得する。ユーザ
の時間応答特性は、例えば図１３（Ａ）のようになる。入力部１０１が、取得した時間応
答特性を決定部１０２へ出力すると、ステップＳ７０６に進む。
【００４２】
　ステップＳ７０６において、入力部１０１は、空間応答特性を取得するためのテスト画
像を表示部１０５に表示させる。ステップＳ７０６において表示されるテスト画像は、フ
レーム内に異なる画素値の領域がある画像である。入力部１０１は、テスト画像内のある
画素値の領域がフレーム内で移動して見えるように、複数のテスト画像を順次表示させる
。ステップＳ７０６で表示されるテスト画像内の画素値の例を図１６に示す。図１６に示
されるテスト画像は、フレーム内の位置に応じて輝度値が異なる。即ち、ステップＳ７０
６において、表示部１０５は、第１の画素値の領域と第２の画素値の領域を含む動画像を
第１の画素値の領域を移動させながら第１の発光間隔で表示する。ただし、テスト画像は
図１６の例に限らない。また、テスト画像は、画像内の色度が異なるようにしても良い。
【００４３】
　また、本形態では、テスト画像における最大の輝度値をＬｍａｘ、最小の輝度値をＬｍ
ｉｎと示している。また、本形態の入力部１０１は、図１６に示すようなテスト画像を一
定速度で移動させて表示させている。そのため、ステップＳ７０６で最初に表示されるテ
スト画像１に対応する図１６の正弦波と、その次に表示されるテスト画像２に対応する正
弦波とでは、移動速度に応じてずれる。設定する移動速度として、例えば、１［ｐｉｘｅ
ｌ／ｆｒａｍｅ］や６．５［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］などがある。
【００４４】
　ステップＳ７０７において、入力部１０１は、ユーザから入力された評価値を入力する
。ここで、ユーザから入力される評価値は、テスト画像中の画素値の違い（コントラスト
）を知覚できるか否かを示す情報である。つまり、ユーザは、テスト画像中に異なる画素
値の領域があるか、テスト画像内の画素値がすべて同じに見えるかを示す評価情報を入力
する。
【００４５】
　即ち、ステップＳ７０７において、入力部１０１は、第１の画素値の領域と第２の画素
値の領域を含む動画像を第１の画素値の領域を移動させながら第１の発光間隔で表示させ
た場合の表示結果に対する評価情報を入力する。ステップＳ７０７において、コントラス
トを知覚したことを示す評価値が入力された場合はステップＳ７０８に進む。一方、コン
トラストを知覚しない（すべて同じ画素値に見える）ことを示す評価値が入力された場合
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はステップＳ７０６に戻り、テスト画像のコントラスト比を上げる。コントラスト比を上
げるとは、例えば、テスト画像中の最大の輝度値Ｌｍａｘを上げ、最小の輝度値Ｌｍｉｎ
を変更しないことによって行われる。ただし、Ｌｍａｘを変更せずにＬｍｉｎを下げるな
ど、ほかの方法によりコントラスト比を変更しても良い。
【００４６】
　本形態の入力部１０１は、初めにＬｍａｘとＬｍｉｎの差を十分に小さくしてテスト画
像を表示させ、ユーザがコントラストを知覚しないと評価すると、徐々にコントラスト比
を上げていく。そして、入力部１０１は、ユーザがコントラストを知覚するまで処理を続
けることで、コントラストを知覚するときのコントラスト比と、コントラストを知覚しな
いときのコントラスト比の境界に基づいたＬｍａｘとＬｍｉｎを取得する。
【００４７】
　そして、入力部１０１は、ステップＳ７０７において、所定の評価情報（コントラスト
を知覚したことを示す評価値）が入力された第１の画素値（Ｌｍａｘ）、第２の画素値（
Ｌｍｉｎ）を記憶する。
【００４８】
　このように、入力部１０１は、ある空間周波数（例えば１０［ｃｙｃｌｅ／ｄｅｇ］）
の、ある移動速度（例えば１０［ｐｉｘｅｌ／ｓｅｃ］）において、ユーザがテスト画像
中の画素値の違い（コントラスト）を知覚するコントラスト比を取得する。
【００４９】
　尚、本形態におけるｄｅｇはｄｅｇｒｅｅの省略であり、例えば１０［ｃｙｃｌｅ／ｄ
ｅｇ］は、視野角１度に対して図１６に示す正弦波が１０周期分表示されていることを示
している。ユーザが表示画面のコントラストを知覚しないことを示す評価を行うと、ステ
ップＳ７０８に進む。
【００５０】
　ステップＳ７０８において、入力部１０１は、ステップＳ７０７で取得されたコントラ
ストを知覚したときの輝度値Ｌｍａｘ、Ｌｍｉｎ、及び、上述の式（１）を用いて空間的
コントラスト感度ｍを算出する。式（１）に示すように、空間的コントラスト感度ｍの値
が高いユーザほど、輝度値の差が小さくても画面内のコントラストを知覚するユーザであ
るといえる。尚、空間的コントラスト感度ｍの算出にも、式（２）や、（３）を用いるこ
とが可能である。ステップ７０８において、ある空間周波数、ある移動速度における空間
的コントラスト感度の算出を終えると、ステップＳ７０９に進む。
【００５１】
　ステップＳ７０９において、入力部１０１は、すべての空間周波数、すべての移動速度
における空間的コントラスト感度の算出を終えたか判定する。そして、すべての空間周波
数、すべての移動速度における空間的コントラスト感度の算出を終えたと判定された場合
はステップＳ７１０に進む。一方、空間的コントラスト感度を算出していない空間周波数
、又は移動速度があると判定された場合は、ステップＳ７０６に戻り、テスト画像の空間
周波数、又はテスト画像の移動速度を変更して空間的コントラスト感度の取得処理を継続
する。
【００５２】
　ステップＳ７１０において、入力部１０１は、ステップＳ７０９で得られた各空間周波
数における空間的コントラスト感度ｍに基づいて、ユーザの空間応答特性を取得する。ユ
ーザの空間応答特性は、例えば図１３（Ｂ）のようになる。
【００５３】
　尚、入力部１０１は、図１３（Ｂ）に示すような空間応答特性を、テスト画像内におけ
る移動速度ごとに取得し、決定部１０２へ出力する。入力部１０１が、移動速度ごとの空
間応答特性を決定部１０２へ出力すると、ステップＳ７１１に進む。
【００５４】
　ステップＳ７１１において、決定部１０２は、ステップＳ７０５とステップＳ７１０で
取得された時間応答特性と空間応答特性とを組み合わせてユーザの視覚特性を決定する。
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【００５５】
　尚、ステップＳ７１１において、決定部１０２は、ステップＳ７１０で移動速度ごとに
求められた空間的コントラスト感度を、最大のコントラスト感度の値を用いて正規化する
。つまり、上述のように、空間応答特性は、テスト画像の移動速度ごとに取得されている
。そして、本形態の決定部１０２は、最も高く算出された空間的コントラスト感度が１と
なるように、他の空間的コントラスト感度を正規化する。
【００５６】
　また、ステップＳ７１１において、決定部１０２は、ステップＳ７０５で求められた時
間応答特性を、最大のコントラスト感度の値を用いて正規化する。つまり、最も高い時間
的コントラスト感度が１となるように、他の時間周波数で求めた時間的コントラスト感度
を正規化する。図１３（Ａ）、（Ｂ）に示した応答特性は、正規化された応答特性の図で
ある。
【００５７】
　決定部１０２は、ステップＳ７１１において図１３（Ａ）に示した時間応答特性、及び
，図１３（Ｂ）に示した空間応答特性を時空間周波数平面上で積算することでユーザの視
覚特性を決定する。例えば、縦軸を時間周波数、横軸を空間周波数として、時間応答特性
を縦軸に平行に並べ、空間応答特性を横軸に平行に並べて積算する。このようにして決定
されたユーザの視覚特性は、例えば図１４のようになる。ここで決定されたユーザの視覚
特性と入力動画像信号に応じた画像の時空間スペクトルを積算することで、ユーザによっ
て実際に知覚される画像のスペクトルを得ることができる。
【００５８】
　尚、ユーザの応答特性を取得する方法は上記の方法に限らず、例えば、図８、図１６に
示したようなテスト画像の代わりに、入力動画像信号に応じた画像を用いてユーザの応答
特性を取得しても良い。この場合、例えば、ユーザが表示部１０５に表示されている画像
の視聴中に行われた駆動周波数やコントラスト比、輝度などのパラメータの変更操作に応
じて、ユーザの視覚特性を取得するようにしても良い。ユーザは、例えば、リモコンのボ
タン操作や、表示画面上に表示されたスライドバーをマウスなどの指示具で操作すること
によってパラメータを変更することができる。
【００５９】
　＜システム全体の処理＞
　次に、本実施形態の表示制御装置１０６が行う、表示制御処理について、説明する。尚
、本形態の調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像と、図７を用いて説明した方法
によって取得されたユーザの視覚特性とに基づいて、入力動画像信号に応じた画像を表示
させた場合にユーザがフリッカを知覚するか否かを示すフリッカ評価値Ｆを算出する。ま
た、本形態の調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像と、ユーザの視覚特性とに基
づいて、入力動画像信号に応じた画像を表示させた場合にユーザがジャーキネスを知覚す
るか否かを示すジャーキネス評価値Ｊを算出する。そして、調整部１０３は、フリッカ評
価値Ｆ、ジャーキネス評価値Ｊが閾値よりも大きい場合、入力動画像信号の変換、及び／
又は表示部の設定の変更を行う。
【００６０】
　以下、図２のフローチャートを用いて本実施形態の動作について詳細に説明する。
【００６１】
　ステップＳ２０１において、決定部１０２は、図７のフローチャートを用いて上述した
手順によりユーザの視覚特性を決定し、決定された視覚特性を調整部１０３に出力する。
【００６２】
　ステップＳ２０２において、調整部１０３は、決定部１０２から出力された視覚特性と
共に、画像処理部１０４から入力動画像信号を取得する。ここで、調整部１０３が取得す
る入力動画像信号は、ユーザが現在視聴している番組の、これから表示部１０５にて表示
させる画像（フレーム）に対応する動画像信号である。調整部１０３は、取得した入力動
画像信号に応じた画像から、移動物体のエッジ部を含む領域（移動領域）を抽出する。つ



(13) JP 5586858 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

まり、本形態の調整部１０３は、入力動画像信号に応じたフレーム内における移動物体の
領域と、移動していない領域の境界を含む領域を抽出する。移動物体のエッジ部を検出す
る方法として、例えば、前に入力されたフレームとの差分や、動きベクトルの情報などを
用いて行う方法がある。
【００６３】
　また、ステップＳ２０２において、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像から
、フリッカ候補領域を抽出する。フリッカ候補領域の抽出の詳細は後述する。
【００６４】
　また、ステップＳ２０２において、調整部１０３は、抽出された移動領域、フリッカ候
補領域のそれぞれの輝度値を一定時間計測する。つまり、調整部１０３は、移動領域とフ
リッカ候補領域として抽出したブロックの輝度値を複数フレーム分、計測する。そして、
複数フレーム分計測された輝度値に基づいて、移動領域、フリッカ候補領域のそれぞれの
時空間スペクトルを取得する。時空間スペクトルとは、領域内の輝度値変化を空間周波数
、時間周波数について２次元フーリエ変換して得られるスペクトルである。時空間スペク
トルの取得処理の詳細は後述する。調整部１０３が、移動領域、及びフリッカ候補領域の
時空間スペクトルを取得するとステップＳ２０３に進む。
【００６５】
　ステップＳ２０３において、調整部１０３は、取得された時空間スペクトルに対して、
ステップＳ２０１で決定されたユーザの視覚特性でフィルタ処理することにより、観察ス
ペクトルを取得する。
【００６６】
　つまり、調整部１０３は、ステップＳ２０２で取得された移動領域の時空間スペクトル
と、ステップＳ２０１で決定されたユーザの視覚特性を積算して、ユーザによって実際に
視聴される画像の移動領域における時空間スペクトル（移動領域観察スペクトル）を得る
。移動領域観察スペクトルの例を図６に示す。同様に、調整部１０３は、ステップＳ２０
２で取得されたフリッカ候補領域の時空間スペクトルと、ステップＳ２０１で決定された
ユーザの視覚特性を積算して、視聴される画像のフリッカ候補領域における時空間スペク
トル（フリッカ観察スペクトル）を得る。
【００６７】
　つまり、この処理によって、ユーザが入力動画像信号に応じた動画像を視聴した場合に
、移動領域、及び、フリッカ候補領域がどのように見えるかがわかる。調整部１０３が、
移動領域観察スペクトル、及び、フリッカ観察スペクトルを取得すると、ステップＳ２０
４に進む。
【００６８】
　ステップＳ２０４において、調整部１０３は、フリッカ評価値Ｆ、及びジャーキネス評
価値Ｊを算出する。フリッカ評価値Ｆは、ステップＳ２０２において取得された入力動画
像信号に応じた動画像を表示させた場合に、ユーザがフリッカを知覚する度合いを示す評
価値である。また、ジャーキネス評価値Ｊは、ステップＳ２０２において取得された入力
動画像信号に応じた動画像を表示させた場合に、ユーザがジャーキネスを知覚する度合い
を示す評価値である。つまり、これらの評価値が高い場合に、ユーザは、フリッカ、ジャ
ーキネスをより強く感じる。フリッカ評価値Ｆおよびジャーキネス評価値Ｊの算出の処理
は後述する。
【００６９】
　ステップＳ２０５において、調整部１０３は、算出されたフリッカ評価値Ｆとジャーキ
ネス評価値Ｊが、それぞれ閾値よりも高いか否かを判定する。この結果により、フリッカ
やジャーキネスがユーザにとって気になるかが判定される。つまり、フリッカ評価値Ｆが
フリッカ閾値Ｆｔｈより高い、またはジャーキネス評価値Ｊがジャーキネスの閾値Ｊｔｈ

より高い場合（ステップＳ２０５でＹｅｓ）、入力動画像信号に応じた画像のフリッカ、
またはジャーキネスが気になると判定して、ステップＳ２０６に進む。また、どちらの評
価値も閾値以下の場合（ステップＳ２０５でＮｏの場合）、フリッカ、及びジャーキネス
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が気にならないと判定して、入力動画像信号をそのまま表示部１０５に出力する。
【００７０】
　ステップＳ２０６（制御手順）において、調整部１０３は、ステップＳ２０５の判定結
果と観察スペクトルに応じて、調整データを生成する。
【００７１】
　つまり、調整部１０３は、ステップＳ２０５において、例えば、フリッカ評価値Ｆがフ
リッカ閾値Ｆｔｈより高いと判定された場合、調整部１０３は、駆動周波数を上げるため
の調整データを生成する。駆動周波数を上げると、発光間隔が短くなり、フリッカが知覚
される度合いを低減することができる。調整部１０３は、駆動周波数を上げる場合、駆動
周波数を上げたあとのフリッカ評価値Ｆがフリッカ閾値Ｆｔｈ以下となるように、調整後
の駆動周波数を決定する。
【００７２】
　ただし、フリッカ評価値Ｆがフリッカ閾値Ｆｔｈよりも高いと判定された場合に生成さ
れる調整データは、駆動周波数を上げるための調整データに限らず、例えば、入力動画像
信号に応じた画像の輝度を下げるための調整データであっても良い。調整部１０３は、入
力動画像信号に応じた画像の輝度を低くする場合、輝度を下げたあとの画像に応じたフリ
ッカ評価値Ｆがフリッカ閾値Ｆｔｈ以下となるように、調整後の輝度を決定する。
【００７３】
　また、調整部１０３によって生成される調整データは、上記の例のうちの１つでも、複
数であってもよい。調整部１０３は、生成した調整データを、その内容に応じて、画像処
理部１０４、又は表示部１０５に出力する。つまり、例えば、調整部１０３は、入力動画
像信号に応じた画像の輝度を下げるために行う画像処理のパラメータを含む調整データを
画像処理部１０４に出力し、駆動周波数を上げるための調整データを表示部１０５に出力
する。調整部１０３は、表示画面の輝度を下げるための調整データを表示部１０５に出力
するようにしても良い。
【００７４】
　また、図２のステップＳ２０５において、調整部１０３は、例えば、ジャーキネス評価
値Ｊがジャーキネス閾値Ｊｔｈより高いと判定した場合、駆動周波数を下げるための調整
データを生成する。駆動周波数を下げると、ジャーキネスが知覚される度合いを低減する
ことができる。調整部１０３は、駆動周波数を下げる場合、駆動周波数を下げたあとの表
示画像に応じたジャーキネス評価値Ｊがジャーキネス閾値Ｊｔｈ以下となるように、調整
後の駆動周波数を決定する。
【００７５】
　ただし、ジャーキネス評価値Ｊがジャーキネス閾値Ｊｔｈよりも高いと判定された場合
に生成される調整データは、駆動周波数を下げるための調整データに限らず、例えば、表
示画像のコントラスト比を低くするための調整データであっても良い。調整部１０３は、
コントラスト比を低くする場合、コントラスト比を下げたあとの表示画像に応じたジャー
キネス評価値Ｊがジャーキネス閾値Ｊｔｈ以下となるように、調整後のコントラスト比を
決定する。
【００７６】
　尚、駆動周波数、及びコントラスト比以外の調整データの例として、例えば、入力動画
像信号に応じた１つの画像（入力フレーム）データから複数生成される画像（サブフレー
ム）の輝度が異なるようにするための調整データであっても良い。この例を、毎秒６０フ
レームの入力動画像信号を毎秒１２０フレームで表示させる場合を例に挙げて説明する。
この場合、１つの画像（入力フレーム）から２つの画像（サブフレーム）を生成するが、
この２つのサブフレームのうち、一方のサブフレームの輝度を、他方のサブフレームの輝
度よりも低くすれば、ジャーキネスを目立たなくすることができる。従って、サブフレー
ムの輝度が異なるように、例えば、１つの入力フレームから生成される複数のサブフレー
ムの分配比率を変更するための調整データを生成するようにしても良い。
【００７７】



(15) JP 5586858 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

　また、ほかの調整データの例として、例えば、入力動画像信号に応じた画像のエッジを
強調するための指示や、生成される複数のサブフレームのうちの一部に対して、例えばロ
ーパスフィルタをかけるための指示やパラメータを含むものであっても良い。
【００７８】
　尚、詳しくは後述するが、図６に示した移動領域観察スペクトルのうち、メイン成分が
、移動領域の自然な移動を示すスペクトル成分であり、それ以外の成分（サブ成分）が、
ジャーキネスが知覚される原因となる成分である。つまり、メイン成分に対してサブ成分
が大きいほど、ジャーキネス評価値Ｊは高く算出される。また、調整部１０３は、ジャー
キネス評価値Ｊがジャーキネス閾値Ｊｔｈよりも高いと判定された場合、メイン成分を残
し、サブ成分が低減するように、調整データを生成する。
また、生成される調整データは、上記の例のうちの１つでも、複数であってもよい。調整
部１０３は、生成した調整データを、その内容に応じて、画像処理部１０４、又は表示部
１０５に出力する。例えば、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像のコントラス
ト比を下げるための調整データを、画像処理部１０４に出力する。また、調整部１０３は
、例えば、駆動周波数を下げるための調整データを表示部１０５に出力する。
【００７９】
　尚、調整部１０３が、入力動画像信号に応じた画像をそのまま出力してもフリッカ、ジ
ャーキネスが知覚されないと判定された場合は、調整の必要がないことを示す調整データ
を画像処理部１０４、及び表示部１０５に出力する。調整部１０３が調整データを出力す
ると、ステップＳ２０７に進む。
【００８０】
　ステップＳ２０７において、画像処理部１０４は、調整部１０３から受け取った調整デ
ータに応じて、入力動画像信号の変換を行う。すなわち、画像処理部１０４は、例えば、
入力動画像信号に応じた画像の輝度、又はコントラスト比の変更、或いは、エッジ強調や
、ローパスフィルタによるフィルタリング処理等を行う。そして、画像処理部１０４は、
変換後の入力動画像信号を表示部１０５に出力し、ステップＳ２０８に進む。
【００８１】
　ステップＳ２０８において、表示部１０５は、調整部１０３から受け取った調整データ
に応じて、表示部１０５の設定を変更する。すなわち、表示部１０５は、調整データに応
じて、例えば、駆動周波数を変更する。また、表示部１０５は、調整データに応じて、例
えば、表示部１０５で設定される輝度やコントラスト比の設定値を変更する。表示部１０
５が設定を変更すると、処理を終了する。
【００８２】
　＜ジャーキネス評価値Ｊの算出＞
　次に、調整部１０３が行う、ジャーキネス評価値Ｊの算出について説明する。ここで、
ジャーキネス評価値Ｊは、ユーザが実際に視聴する画像において、ユーザがジャーキネス
（動きぼけ）を知覚する度合いを示した評価値である。つまり、ジャーキネス評価値Ｊが
高いほど、ユーザがジャーキネスをより強く感じることになる。調整部１０３は、ジャー
キネス評価値Ｊを、入力動画像信号とユーザの視覚特性から算出することができる。ジャ
ーキネス評価値Ｊの算出方法は以下のようになる。
【００８３】
　まず、調整部１０３は、決定部１０２から視覚特性を取得する。これは、図２のステッ
プＳ２０１の処理に対応する。
【００８４】
　また、調整部１０３は、画像処理部１０４から入力動画像信号を取得する。ここで、調
整部１０３が取得する入力動画像信号は、ユーザが現在視聴している番組の、これから表
示部１０５にて表示させる画像（フレーム）に対応する画像信号である。取得される画像
の例を図３に示す。調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像から、移動物体のエッ
ジ部を含む領域（移動領域）を抽出する。つまり、本形態の調整部１０３は、入力動画像
信号に応じた画像内における移動物体の領域と、移動していない領域の境界（エッジ部）
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を含む移動領域（ブロック３０１）を抽出する。尚、移動物体のエッジ部を検出する方法
として、例えば、前に入力された画像との差分や、動きベクトルの情報などを用いて行う
方法がある。また、図３の例に示されるように、抽出される移動領域に、移動物体のすべ
ての領域が含まれている必要はない。また、移動物体が複数検出された場合、本形態の調
整部１０３は、より移動速度が速い移動物体の移動領域を抽出する。ただし、例えば、フ
レーム全体を抽出しても良い。
【００８５】
　さらに、調整部１０３は、移動領域として決定されたブロック３０１の輝度値をある一
定時間計測する。つまり、調整部１０３は、移動物体のエッジ部を含むブロック３０１内
の輝度値を複数フレーム分、計測する。調整部１０３によって、移動領域の輝度値を４フ
レーム分、計測した結果を図４に示す。ただし、計測するフレーム数は４フレームに限ら
ない。この例では、移動物体が、１フレーム時間当たりΔｘ１ずつ移動している。また、
調整部１０３は、計測されたブロック３０１内の輝度値の変化を、時間と空間の２次元座
標に変換する。この変換の結果は、図５のようになる。以降、この時間と空間の２次元座
標における表示を時空間表示と呼び、時空間表示された信号を時空間信号と呼ぶ。
【００８６】
　尚、本形態では、ブロック３０１内の輝度値を計測する例について説明したが、例えば
、輝度値の代わりに、入力動画像信号のＲＧＢ値などを計測するようにしても良い。
【００８７】
　図５に示した時空間表示において、入力動画像信号１、２、３、４は、それぞれ、表示
部１０５で表示される順序に対応している。また、図５の出力信号間隔は、表示部１０５
の駆動周波数に対応している。例えば、駆動周波数が６０［Ｈｚ］である場合、出力信号
間隔は１／６０［ｓｅｃ］である。また、図５の発光時間は表示部１０５の発光時間であ
る。このとき、出力信号間隔や発光時間は表示部１０５のプロファイルから取得すること
ができる。または、表示部１０５のあるアドレスに駆動電圧の計測器や発光計測器を用意
して、そこから取得することも可能である。
【００８８】
　調整部１０３は、時空間信号を２次元フーリエ変換することで時間周波数と空間周波数
のスペクトルを取得する。以降、２次元フーリエ変換によって得られたスペクトルを時空
間スペクトルと呼ぶ。本形態における、移動領域における時空間スペクトルの例を図１７
に示す。尚、本実施形態で取得される時空間スペクトルは、直流成分が除かれている。
【００８９】
　調整部１０３が入力動画像信号を取得してから移動領域の時空間スペクトルを取得する
までの処理は、図２のステップＳ２０２上で行われる。
【００９０】
　調整部１０３は、移動領域の時空間スペクトルに対して、ユーザの視覚特性でフィルタ
処理することにより、移動領域観察スペクトルを取得する。つまり、調整部１０３は、ス
テップＳ２０２で取得された時空間スペクトルと、ステップＳ２０１で決定されたユーザ
の視覚特性を積算することで、ユーザによって実際に視聴される画像の移動領域における
時空間スペクトル（移動領域観察スペクトル）を得る。つまり、この処理によって、ユー
ザが入力動画像信号に応じた画像を見たときに、移動領域がどのように見えるかがわかる
。
【００９１】
　例えば、入力動画像信号のブロック３０１における時空間スペクトル（図１７）に対し
て、ある移動速度におけるユーザの視覚特性（図１４）を積算すると、そのユーザが実際
に視聴する移動領域の時空間スペクトル（移動領域観察スペクトル）は図６のようになる
。すなわち、調整部１０３は、ユーザの視覚特性と、入力動画像信号に応じた画像の移動
物体のエッジ部分を含む領域（移動領域）における時空間スペクトルを掛け合わせること
により、移動領域観察スペクトルが求められる。
【００９２】
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　図６において、白枠で囲まれたスペクトルが、移動物体が滑らかに移動して見える成分
（メイン成分）である。一方、それ以外のスペクトル（サブ成分）は、ジャーキネスが知
覚される原因になるノイズの成分である。つまり、移動領域観察スペクトルにおいて、メ
イン成分の振幅に対して、サブ成分の振幅が小さいほど、移動物体が滑らかに移動してい
る画像がよりはっきりと知覚される。従って、本形態の調整部１０３は、サブ成分のスペ
クトルの総和を算出し、その値をジャーキネス評価値Ｊとする。
【００９３】
　調整部１０３が移動領域観察スペクトルを算出する処理は、図２のステップＳ２０３に
対応する。
【００９４】
　＜フリッカ評価値算出の処理＞
　次に、調整部１０３が行う、フリッカ評価値Ｆの算出について説明する。フリッカ評価
値Ｆは、ユーザが入力動画像信号に応じた画像を視聴したときにフリッカを知覚する度合
いを示した評価値である。つまり、フリッカ評価値Ｆが高いほど、ユーザがフリッカをよ
り強く感じることになる。フリッカ評価値Ｆは、入力動画像信号とユーザの視覚特性から
算出することができる。フリッカ評価値Ｆの算出方法は以下のようになる。
【００９５】
　まず、調整部１０３は、決定部１０２から視覚特性を取得する。これは、図２のステッ
プＳ２０１の処理に対応する。
【００９６】
　また、調整部１０３は、画像処理部１０４から入力動画像信号を取得する。ここで、調
整部１０３が取得する入力動画像信号は、ユーザが現在視聴している番組の、これから表
示部１０５にて表示させる画像（フレーム）に対応する画像信号である。取得される画像
の例を図１９に示す。調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像から、フリッカ候補
領域を抽出する。フリッカ候補領域の抽出手順は、以下のようになる。
【００９７】
　まず、調整部１０３は、入力動画像信号のＲＧＢ値を、光刺激値を示すＸＹＺ値に変換
する。入力動画像信号のＲＧＢ値をＲＧＢ、表示部１０５のガンマをγ、ＲＧＢ値からＸ
ＹＺ値への変換マトリクスをＭとすると、ＲＧＢ値とＸＹＺ値の関係は、式（４）のよう
になる。
【００９８】
【数４】

【００９９】
　このとき、表示部１０５のガンマや変換マトリクスは、表示部１０５があらかじめ保持
しているものとする。
【０１００】
　次に、ＸＹＺ刺激値に変換された信号のうち、輝度を表すＹ値を、閾値Ｙｔｈを用いて
２値化する。つまり、入力動画像信号に応じた画像の画素ごとに、その輝度が閾値Ｙｔｈ

よりも高いか否かを判定する。この閾値Ｙｔｈは、例えば、実験によって取得される、一
般的に人間がフリッカを感じるとされる輝度値の半分に設定することができる。このよう
に、閾値Ｙｔｈを用いてＹ値を２値化することで、入力動画像信号に応じた画像のうちの
フリッカを感じうる領域とそれ以外の領域とに分けることができる。
【０１０１】
　例えば、図１９（ａ）のような画像がディスプレイに表示されているとき、入力動画像
信号のＲＧＢ値をＸＹＺ値に変換し、さらに、Ｙ値を閾値Ｙｔｈで２値化すると、表示画
像は図１９（ｂ）のようになる。このとき、閾値Ｙｔｈより高いＹ値の領域の面積をＳと
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する。この面積Ｓが閾値Ｓｔｈより大きい場合、その領域内からフリッカ候補領域を抽出
する。即ち、本実施形態の調整部１０３は、輝度が閾値Ｙｔｈよりも高い画素の領域の面
積が、閾値Ｓｔｈよりも大きい場合、その領域の中からフリッカ候補領域を抽出する。
【０１０２】
　尚、本形態において、閾値Ｓｔｈは、視野角１０°に相当する直径の円の面積とする。
これは、輝度の高い領域が視野角１０～２０°以上に渡っているときに、フリッカが気に
なりやすいためである。逆に、輝度の高い領域があっても、その領域が視野角１０°以下
であれば、ユーザがフリッカとして知覚しにくいため、本形態では、フリッカ評価値Ｆの
算出には用いない。尚、視野角１０°の面積は、視聴距離（ユーザと表示画面との距離）
で変化する。従って、本実施形態の表示制御装置１０６は、ユーザに視聴距離を入力させ
、入力された視聴距離に基づいて、閾値Ｓｔｈを設定する。
【０１０３】
　このようにすることで、より表示装置の利用環境に応じた閾値Ｓｔｈを設定することが
でき、より精度良く、フリッカ評価値Ｆを算出することができる。ただし、視聴距離を一
定値として取得するようにしても良い。ここでは、テレビの一般的な視聴距離とされる３
Ｈ（ディスプレイの高さの３倍の距離）の場合の閾値Ｓｔｈの算出方法を説明する。ディ
スプレイがフルハイビジョン（１９２０×１０８０ｐｉｘｅｌ）であるとすると、閾値Ｓ

ｔｈは例えば、式（５）を用いて求めることができる。
【０１０４】
【数５】

【０１０５】
　式（５）により、Ｓｔｈは約２５万ｐｉｘｅｌとなる。従って、入力動画像信号に応じ
た画像のＹ値が、閾値Ｙｔｈより高い領域が２５万ｐｉｘｅｌ以上あるとき、その領域内
からフリッカ候補領域を抽出する。フリッカ候補領域として抽出される領域の例を図１９
（ｃ）に示す。図１９（ｃ）では、フリッカ候補領域が長方形である場合の例を示してい
るが、これに限らず、例えば、円、楕円など、任意の形とすることができる。また、本形
態の調整部１０３は、フリッカ候補領域が、ユーザの視野角１０°以上の領域を含むよう
に、フリッカ候補領域を決定する。
【０１０６】
　調整部１０３は、フリッカ候補領域として決定した領域の輝度値をある一定時間計測す
る。つまり、調整部１０３は、フリッカ候補領域として決定された領域の輝度値を複数フ
レーム分、抽出する。尚、フリッカ候補領域として複数フレーム分抽出される輝度値は、
ＲＧＢ値から変換されたＸＹＺ値から得られる輝度値（Ｙ値）であり、２値化は行われな
い。
【０１０７】
　そして、複数フレームのフリッカ候補領域の輝度値から時空間スペクトルを取得する。
調整部１０３によってフリッカ候補領域の輝度値を４フレーム分、計測し、フリッカ候補
領域内の輝度値の変化を時間と空間の２次元座標に変換した結果（時空間表示）を図２０
に示す。図２０には、抽出されたフリッカ候補領域内の輝度値が４フレームに渡って、す
べて同じ輝度値であった場合の時空間信号を示している。尚、フリッカ候補領域が複数と
りうる場合、本形態の調整部１０３は、より表示画面の中心に近い領域をフリッカ候補領
域として抽出する。ただし、例えば、フレーム全体を抽出しても良い。また、計測する輝
度値は４フレーム分に限らない。
【０１０８】
　調整部１０３は、時空間信号を２次元フーリエ変換し、さらにフリッカと関係のない直
流成分を除去して、時間周波数と空間周波数のスペクトル（時空間スペクトル）を取得す
る。本形態におけるフリッカ候補領域の時空間スペクトルの例を図２１に示す。ここで得
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られた時空間スペクトルに対して、ユーザの視覚特性を積算することで、フリッカ評価値
Ｆを求めることができる。
【０１０９】
　図２１で示した時空間スペクトルを、説明のために時間周波数軸と振幅軸で示したもの
が、図２２（ａ）である。調整部１０３が、図２２（ａ）のスペクトルに対して、ユーザ
の視覚特性を積算すると図２２（ｂ）のようになる。本形態の調整部１０３は、時空間ス
ペクトルとユーザの視覚領域を積算して得られたスペクトルの総和をフリッカ評価値Ｆと
する。
【０１１０】
　本実施形態の表示制御装置１０６は、以上のような構成により、次のような動作をする
。つまり、表示制御装置１０６は、ユーザの応答特性を取得する段階において、例えば、
ちらつきが知覚されると判断されたときのＬｍａｘとＬｍｉｎを記憶する。そして、入力
動画像信号に応じた動画像を表示させたときに、記憶されているＬｍａｘとＬｍｉｎが出
現する場合に、入力動画像信号の変換、及び／又は表示画面の設定の変更を行う。
【０１１１】
　すなわち、図７のステップ７０１において、入力部１０１は、テスト画像の画像信号（
第１の画像信号）に基づいて、テスト画像１（第１の画像）、及び、テスト画像２（第２
の画像）を第１の駆動周波数（第１の発光間隔）で表示させる。
【０１１２】
　そして、ステップＳ７０２において、入力部１０１は、テスト画像１、２の表示結果に
対する評価値（評価情報）を入力する。そして、入力部１０１は、所定の評価情報（フリ
ッカを知覚したことを示す評価値）が入力されたテスト画像１の画素値（Ｌｍａｘ）、及
び、テスト画像２の画素値（Ｌｍｉｎ）を記憶する。尚、上述のように、ステップＳ７０
２で記憶される画素値（ＬｍａｘとＬｍｉｎ）は、ユーザがちらつきを知覚するコントラ
スト比と、ちらつきを知覚しないコントラスト比の境界に基づく画素値である。
【０１１３】
　そして、調整部１０３は、入力動画像信号（第２の画像信号）に基づく画像が第１の発
光間隔で表示されると、フリッカ候補領域が、記憶されたテスト画像１の画素値（Ｌｍａ
ｘ）、及び、テスト画像２の画素値（Ｌｍｉｎ）で順次表示される場合、次の制御をする
。すなわち、調整部１０３は、フリッカ候補領域の発光間隔を第１の発光間隔よりも短く
する（駆動周波数を上げる）制御、及び／又は、フリッカ候補領域の輝度を下げる制御を
行う。ただし、フリッカ候補領域だけでなく、例えば表示画面全体の発光間隔や輝度を制
御するようにしても良い。
【０１１４】
　このような構成により、ユーザにとって表示画像の劣化が知覚されにくいパラメータ（
例えば、発光間隔、輝度）で画像を表示させることができる。
【０１１５】
　尚、本形態の入力部１０１は、ステップＳ７０２で、複数の異なる発光間隔（駆動周波
数）のそれぞれにおける評価値を入力している。そして、決定部１０２は、複数の異なる
発光間隔のそれぞれにおける評価値に基づいて視覚特性を決定している。従って、例えば
、入力部１０１は、第１の発光間隔で、第１の画像（テスト画像１）と第２の画像（テス
ト画像２）を順次表示させ、第３の発光間隔でテスト画像１とテスト画像２を表示させる
。
【０１１６】
　そして、入力部１０１は、第１の発光間隔と第３の発光間隔のうち、所定の評価情報（
画面のちらつきを知覚したことを示す評価値）が入力された発光間隔を、第１の画像の画
素値、第２の画像の画素値と共に記憶する。そして、調整部１０３は、入力部１０１に記
憶された発光間隔で入力動画像信号に基づく画像を表示させると、表示させる画像内の所
定の領域（フリッカ候補領域）の画素値が、第１の画像の画素値、第２の画像の画素値に
対応する場合、以下の制御をする。すなわち、調整部１０３は、フリッカ候補領域の発光
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間隔を短くする制御とフリッカ候補領域の輝度を下げる制御のうち少なくとも一方を行う
。
【０１１７】
　このようにすることで、ユーザにとって表示画像の劣化が知覚されにくいパラメータ（
例えば、発光間隔、輝度）で画像を表示させることができる。
【０１１８】
　また、本実施形態の表示制御装置１０６は、以上のような構成により、次のような動作
をする。
【０１１９】
　すなわち、図７のステップ７０６において、表示部１０５は、第１の画素値の領域と第
２の画素値の領域を含む動画像を第１の画素値の領域を移動させながら第１の駆動周波数
（第１の発光間隔）で表示させる。そして、ステップＳ７０７において、入力部１０１は
、動画像の表示結果に対する評価値（評価情報）を入力する。そして入力部１０１は、所
定の評価情報（コントラストを知覚したことを示す評価値）が入力された第１の画素値と
第２の画素値を記憶する。
【０１２０】
　そして、調整部１０３は、入力動画像信号に応じて第３の画素値の領域と第４の画素値
の領域を含む第１の画像と第２の画像を第３の画素値の領域を移動させながら第１の発光
間隔で順次、表示させる場合、以下の制御をする。すなわち、調整部１０３は、第３、第
４の画素値、及び、記憶された第１、第２の画素値に基づいて、発光間隔を第１の発光間
隔よりも長くする制御と入力動画像信号に応じて表示される動画像のコントラスト比を下
げる制御の少なくとも一方を行う。尚、発光間隔を長くすることは、駆動周波数を下げる
ことに対応している。
【０１２１】
　つまり、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた動画像を表示させた場合に、表示画
像内の移動領域に応じて発生するジャーキネスがユーザによって知覚されるか否かを、第
１、第２の画素値に基づいて判定する。そして、調整部１０３は、ユーザがジャーキネス
を知覚すると判定された場合、発光間隔の制御と入力動画像信号の変換をするための処理
の少なくとも一方を行う。
【０１２２】
　尚、本形態の入力部１０１は、画素値が異なる複数のテスト画像に対する評価値を入力
する。つまり、入力部１０１は、第１の画素値を含む領域と第２の画素値の領域を含む動
画像を第１の画素値の領域を移動させながら第１の発光間隔で表示させた場合の評価情報
を入力する。また、入力部１０１は、第５の画素値の領域と第６の画素値の領域を含む動
画像を第５の画素値の領域を移動させながら第１の発光間隔で表示させた場合の評価情報
を入力する。ここで入力される評価情報は、例えば、表示画面内でコントラストが知覚で
きるか否かを示す評価情報である。そして、調整部１０３は、第３の画素値の領域、及び
、第４の画素値の領域を含む画像を、第３の領域を移動させながら順次、表示させる場合
、以下の制御を行う。すなわち、調整部１０３は、第１、第２の画素値、及び、第５、第
６の画素値のうち、所定の評価情報が入力された画素値、及び、第３、第４の画素値に基
づいて、発光間隔を長くする制御と動画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも一
方を行う。
【０１２３】
　また、本形態の入力部１０１は、移動領域の移動速度が異なる複数のテスト画像に対す
る評価値を入力する。つまり、入力部１０１は、第１の画素値の領域と第２の画素値の領
域を含む動画像を、第１の画素値の領域が第１の速度で移動するように表示させた場合の
評価情報を入力する。また、入力部１０１は、第１の画素値の領域と第２の画素値の領域
を含む動画像を、第１の画素値の領域が第２の速度で移動するように表示させた場合の評
価情報を入力する。ここで、入力される評価情報は、例えば、表示画面内でコントラスト
が知覚できるか否かを示す評価情報である。そして、調整部１０３は、入力動画像信号に
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応じて第３の画素値の領域と第４の画素値の領域を含む第１の画像と第２の画像を第３の
画素値の領域を所定の速度で移動させながら第１の発光間隔で順次、表示される場合、以
下のような制御を行う。すなわち、調整部１０３は、第１、第２、第３、第４の画素値に
基づいて、発光間隔を長くする制御と動画像のコントラスト比を下げる制御の少なくとも
一方を行う。尚、所定の速度とは、第１の速度と第２の速度のうちジャーキネスが知覚さ
れることを示す評価が入力された速度である。また、第３、第４の画素値は、これから表
示する画像の移動領域と非移動領域の境界における画素値である。
【０１２４】
　尚、表示制御装置１０６は、次のようにしてジャーキネスが知覚されるかを判断するよ
うにしても良い。すなわち、入力部１０１は、テスト画像を表示させ、ユーザがジャーキ
ネスを知覚するか否かの評価値を入力させる。そして、ジャーキネスを知覚する評価が行
われたときに表示されたテスト画像内の移動領域と非移動領域の画素値を記憶する。そし
て、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像内の移動領域と非移動領域の画素値が
、記憶された画素値に対応する場合、ユーザがジャーキネスを知覚すると判断する。そし
て、調整部１０３は、ユーザがジャーキネスを知覚すると判断すると、入力動画像信号の
変換と表示画面の設定の変更の少なくとも一方を行う。このようにしても、ユーザにとっ
て表示画像の劣化が知覚されにくいパラメータ（例えば、発光間隔やコントラスト比）で
画像を表示させることができる。
【０１２５】
　以上説明したように、本実施形態の決定部１０２は、テスト画像を表示させた場合に、
フリッカや空間的なコントラストが知覚されるか否かに関する評価に基づいて、ユーザの
視覚特性を決定する。
【０１２６】
　そして、調整部１０３は、これから表示させる画像内の移動領域の時空間スペクトルと
ユーザの視覚特性を積算することで、ユーザによって視聴される移動領域の時空間スペク
トル（移動領域観察スペクトル）を得る。
【０１２７】
　そして、調整部１０３は、移動領域観察スペクトルのメイン成分、及び、サブ成分の大
きさに基づいて、入力動画像信号に応じた画像を表示させたときにジャーキネスが知覚さ
れるかを示すジャーキネス評価値Ｊを算出する。そして、ジャーキネス評価値Ｊが所定の
値よりも高い場合、ジャーキネスが知覚される度合いが下がるように、表示部のパラメー
タ（例えば駆動周波数）の変更と入力動画像信号の変換の少なくとも一方を行うための調
整データを決定する。これにより、ジャーキネスを知覚されにくくすることができる。
【０１２８】
　一方、調整部１０３は、これから表示させる画像内の所定の領域（フリッカ候補領域）
の時空間スペクトルとユーザの視覚特性を積算することで、ユーザによって視聴されるフ
リッカ候補領域の時空間スペクトル（フリッカ観察スペクトル）を得る。
【０１２９】
　そして、調整部１０３は、フリッカ観察スペクトルのメイン成分、及び、サブ成分の大
きさに基づいて、入力動画像信号に応じた画像を表示させたときにフリッカが知覚される
かを示すフリッカ評価値Ｆを算出する。そして、フリッカ評価値Ｆが所定の値よりも高い
場合、フリッカが知覚される度合いが下がるように、表示部のパラメータ（例えば駆動周
波数）の変更と入力動画像信号を変換の少なくとも一方を行うための調整データを決定す
る。このようにすることにより、フリッカを知覚されにくくすることができる。
【０１３０】
　尚、本実施形態の調整部１０３は、フリッカ評価値Ｆが閾値Ｆｔｈよりも高く、かつ、
ジャーキネス評価値Ｊが閾値Ｊｔｈよりも高い場合、表示画像の輝度値及びコントラスト
比を下げるための調整データを生成する。なぜなら、例えば、発光間隔を長く（駆動周波
数を低く）すれば、ジャーキネスの知覚の度合いを下げることができるが、フリッカが知
覚されやすくなってしまうからである。このようにすることで、フリッカとジャーキネス
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のいずれも知覚されにくくすることができる。
【０１３１】
　また、本実施形態の決定部１０２は、テスト画像に対する評価値に基づいて決定された
視覚特性を、ユーザによって入力された表示画面のパラメータの変更指示に応じて補正す
る。つまり、決定部１０２は、入力動画像信号に応じた動画像が表示されているときに、
例えば、表示画面の発光間隔を短くする（駆動周波数を上げる）入力が行われた場合、次
のように視覚特性を補正する。すなわち、決定部１０２は、テスト画像に基づいて決定さ
れたコントラスト感度よりも高いコントラスト感度となるように、視覚特性を補正する。
これは、表示画面の発光間隔を短くする入力が行われたのは、フリッカが知覚された可能
性が高いと判断できるためである。同様に、決定部１０２は、表示画面の輝度やコントラ
スト比の変更指示に応じて、視覚特性を補正する。このようにすることで、より精度良く
ユーザの視覚特性を決定することができる。ただし、テスト画像で用いて決定した視覚特
性を補正しないようにしても良い。
【０１３２】
　また、本実施形態では、入力動画像信号に応じた動画像を表示させる場合について説明
したが、静止画像を表示させる場合にも本発明は適用可能である。即ち、例えば、決定さ
れたユーザの視覚特性と表示画像に応じてフリッカが知覚されるか判定し、その結果に応
じて発光間隔（駆動周波数）等の表示パラメータを制御するようにすることができる。
【０１３３】
　また、本実施形態では、テスト画像の表示結果に対する評価値の入力に基づいて視覚特
性を決定したが、例えば、入力動画像信号に応じた動画像を表示させているときに入力さ
れたパラメータに基づいて、ユーザの視覚特性を決定することもできる。
【０１３４】
　＜実施形態２＞
　次に、第２の実施形態について、実施形態１との差異を中心に説明する。実施形態１で
は、表示されたテスト画像において、画素値の時間的・空間的な変化が知覚されたか否か
に基づいた評価値に応じて視覚特性を決定していた。それに対し、本実施形態では、テス
ト画像に対する見え具合の評価値に基づいて視覚特性を決定する場合について説明する。
【０１３５】
　図１０は第２実施形態の表示制御装置が行う動作を示すフローチャートである。以下、
図１のブロック図と図１０のフローチャートを用いて、本実施形態について説明する。
【０１３６】
　ステップＳ１００１において、決定部１０２は、入力部１０１から取得された応答特性
に基づいてユーザの視覚特性を決定する。入力部１０１による応答特性の取得、及び、ユ
ーザの視覚特性の決定は、以下のように行う。
【０１３７】
　まず、入力部１０１は、図９のような、複数の空間周波数のコントラストを含むテスト
画像を、ある時間周波数、ある移動速度で移動させながら、表示部１０５に表示させる。
尚、図９には、１２種類の空間周波数の領域で構成されるコントラスト集合が３つ、表示
されている。本実施形態では、３つのコントラスト集合が、一定の移動速度で右側に移動
するように表示される。そして、１番右のコントラスト集合が表示画面の右端から消える
と、新たに表示画面の左端からコントラスト集合を表示させる。したがって、表示画面上
には常に３つのコントラスト集合が表示される。ただし、表示画面上のコントラスト集合
の数は３つに限らず、また、１つのコントラスト集合に含まれる空間周波数の種類は、１
２に限らない。
【０１３８】
　つまり、図９に示すように、コントラスト集合には、例えば、白色の部分と黒色の部分
の間隔が異なる複数（１２個）の領域が含まれる。そして、入力部１０１は、それぞれの
領域に対して、ユーザによる見え具合を示す評価値を入力させる。
【０１３９】
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　ユーザは、コントラスト集合に含まれる空間周波数ごとに、コントラストの見え具合に
関する評価値を入力する。評価値は、例えば１００点満点で評価できるように設定する。
つまり、例えば、５［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］で移動し、時間周波数６０［ｃｙｃｌｅ
／ｓｅｃ］で表示されているコントラスト集合のうち、１番上に表示されているコントラ
ストの見え具合を入力する。ここで、コントラスト（画素値の違い）がはっきりと知覚で
きれば１００点、まったく知覚できなければ０点となる。図９の例では、空間周波数に応
じて横に並んだ４つの黒色の領域がはっきりと知覚できれば１００点、それらがまったく
知覚できない場合は０点が入力される。例えば、黒色の領域が３つに見えたり、５つに見
えた場合は、４つに見えた場合よりも低い評価値が入力される。尚、例えば、４つに知覚
されるはずの黒色の領域が５つに知覚されるということは、ジャーキネスが知覚されてい
ると判断することができる。
【０１４０】
　１番上に表示されているコントラストの見え具合の評価値を入力すると、順次、下に表
示されているコントラストの見え具合の評価値を入力していく。そして、コントラスト集
合のすべての評価値の入力を終えると、入力部１０１は、テスト画像におけるコントラス
ト集合の移動速度、又は時間周波数を変えて表示し、再びユーザにコントラストの見え具
合を評価させる。
【０１４１】
　つまり、例えば、移動速度を１［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］から５０［ｐｉｘｅｌ／ｆ
ｒａｍｅ］まで、５［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］刻みで設定し、それぞれの移動速度にお
いて、時間周波数が、６０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］、１２０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］、１
８０［ｃｙｃｌｅ／ｓｅｃ］の場合のコントラスト集合の各コントラストの見え具合を評
価させる。また、図９の例では、１つのコントラスト集合につき１２個の評価値が入力さ
れる。ただし、例えば、評価値として０点が入力されると、それよりもコントラストが知
覚されにくい部分の評価値を自動的に０点にする。入力部１０１は、取得された各コント
ラストの見え具合の評価値を決定部１０２に出力する。
【０１４２】
　そして、決定部１０２は、入力部１０１から出力された評価値を、縦軸に時間周波数、
横軸に空間周波数とした３次元座標上にプロットすることでユーザの視覚特性を決定する
。プロット結果の例を図１８に示す。図１８は、ある移動速度のときのユーザの視覚特性
の例である。つまり、上述のように、１１種類の移動速度のそれぞれにおけるコントラス
トの見え具合を評価させた場合、図１８のような図が１１個、作成される。尚、図１８で
は、見やすくするために、空間周波数が１、５、１０、１５、２０、２５Ｈｚの６種類の
場合の評価値をプロットしている。
【０１４３】
　決定部１０２は、ステップＳ１００１において、決定されたユーザの視覚特性を、調整
部１０３に出力する。尚、評価値は移動速度ごと、時間周波数ごとのほかにコントラスト
ごとなどを行ってもよい。このようにすれば、入力動画像信号に応じた画像のコントラス
ト情報に応じて、よりユーザの視覚特性に適した画像の表示を行うことができる。調整部
１０３がユーザの視覚特性を取得すると、ステップＳ１００２に進む。
【０１４４】
　ステップＳ１００２において、調整部１０３は、ステップＳ１００１で取得されたユー
ザの視覚特性と、入力動画像信号に基づいて、最適な調整データを決定する。つまり、調
整部１０３は、ステップＳ１００２において、入力動画像信号を画像処理部１０４経由で
取得する。この入力動画像信号は、ユーザによって視聴されている番組の、これから表示
させる画像の画像信号である。そして、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像内
におけるの移動物体を検出し、その移動速度を取得する。
【０１４５】
　さらに、調整部１０３は、表示画像内の、移動物体とその周辺の領域をフーリエ変換す
ることで、該領域の空間周波数を算出する。
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次に、算出された移動速度に最も近い速度のユーザの視覚特性を選択する。上述の例では
、１１種類の移動速度に対応するユーザの視覚特性のうち、１つの視覚特性が選択される
。そして、調整部１０３は、選択されたユーザの視覚特性のデータを参照し、算出された
空間周波数において、最も評価値が高い時間周波数の値に基づいて、駆動周波数を決定す
る。このようにして決定された駆動周波数は、ユーザにとって移動物体を最も知覚しやす
い駆動周波数となる。
【０１４６】
　例えば、入力動画像信号に応じた画像において、移動物体の移動速度が１０［ｐｉｘｅ
ｌ／ｆｒａｍｅ］であり、移動物体とその周辺の領域の空間周波数が１５Ｈｚであった場
合、駆動周波数は、以下のように決定される。すなわち、図１８に示すユーザの視覚特性
が、移動物体の移動速度が１０［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］の場合の視覚特性であった場
合、入力動画像信号に応じた画像を表示させるときの駆動周波数は１２０Ｈｚに決定され
る。これは、以下の理由による。すなわち、図１８によると、駆動周波数が１２０Ｈｚの
ときの評点（評価値）が、ほかの駆動周波数（６０、２４０Ｈｚ）の場合よりも高い。こ
れは、図９のようなテスト画像を１０［ｐｉｘｅｌ／ｆｒａｍｅ］で移動して表示させた
場合に、駆動周波数が６０Ｈｚの場合や、２４０Ｈｚの場合よりも、駆動周波数が１２０
Ｈｚの場合のほうが、空間周波数１５Ｈｚに対応する領域ではっきりと４つの黒色の領域
を知覚できたことを示している。
【０１４７】
　このように、調整部１０３は、入力動画像信号に応じた画像の移動の速さと、画像内の
空間周波数に基づいて、入力動画像信号に応じた画像のコントラストが最もはっきりと知
覚される駆動周波数を決定する。
【０１４８】
　ステップＳ１００４において、表示部１０５は、調整データに基づいて駆動周波数を調
整し、画像を表示させる。
【０１４９】
　以上説明したように、本実施形態の表示制御装置は、テスト画像を評価させることによ
って、ユーザの視覚特性を決定する。そして、表示画像内の移動物体の動きの速さ、及び
、表示画像の空間周波数、ユーザの視覚特性に応じて、最適な駆動周波数を決定する。こ
のようにすることにより、表示画像の劣化を知覚されにくくすることができる。
【０１５０】
　＜実施形態３＞
　次に、第３の実施形態について、実施形態１との差異を中心に説明する。
【０１５１】
　実施形態１では、入力動画像信号とユーザの視覚特性に応じて、画像処理部１０４にお
ける入力動画像信号の変換と表示部１０５の設定変更の少なくとも一方を行っていた。こ
れに対し、本実施形態では、入力動画像信号を入力する画像入力装置において入力動画像
信号の変換を行う。
【０１５２】
　図１１は、本発明の第３実施形態に関わる表示制御装置のシステム構成例を示すブロッ
ク図である。画像入力装置１０７が、調整部１０３と画像処理部１０４に接続される。画
像入力装置１０７は、画像を入力する装置であり、例えば、デジタルビデオカメラである
。これは、例えば、バーチャルリアリティ内でユーザの視界に映る映像を入手するバーチ
ャルリアリティカメラとして用いることも可能である。
【０１５３】
　図１２は本発明の第３実施形態の表示制御装置の処理を示すフローチャートである。
【０１５４】
　ステップＳ１２０１において、決定部１０２は、入力部１０１によって取得された応答
特性に基づいてユーザの視覚特性を決定する。ユーザの視覚特性の決定処理は実施形態１
と同様である。
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【０１５５】
　ステップＳ１２０２において、調整部１０３は、調整データを生成する。調整部１０３
による調整データの生成手順は、実施形態１と同様である。つまり、調整部１０３は、入
力動画像信号に応じた動画像の移動物体のエッジを含む領域（移動領域）の輝度値を複数
フレーム分、取得する。そして、得られた移動領域の時空間スペクトルとユーザの視覚特
性を積算することによって得られた移動領域観察スペクトルのメイン成分とサブ成分とに
基づいて、ジャーキネス評価値Ｊを算出する。そして、ジャーキネス評価値Ｊが所定値以
上であった場合は、ジャーキネスを低減するために、駆動周波数、及び／又は表示画像の
輝度やコントラスト比の設定を変更するための調整データを生成する。
【０１５６】
　また、調整部１０３は、ステップＳ１２０２において、入力動画像信号に応じた動画像
において輝度値が所定値以上の領域を検出する。そして、その領域が所定の面積よりも広
かった場合、その領域内から、フリッカ候補領域を決定し、その領域の輝度値を複数フレ
ーム分、取得する。そして、得られたフリッカ候補領域の時空間スペクトルとユーザの視
覚特性を積算することによって得られた時空間スペクトルの総和をフリッカ評価値Ｆとし
て算出する。そして、フリッカ評価値Ｆが所定値以上であった場合は、フリッカを低減す
るために、駆動周波数、及び／又は表示画像の輝度やコントラスト比の設定を変更するた
めの調整データを生成する。
【０１５７】
　調整部１０３は、生成した調整データを、その内容に応じて、適宜、画像入力装置１０
７、画像処理部１０４、表示部１０５に出力する。
【０１５８】
　ステップＳ１２０３において、画像処理部１０４は、調整データに基づいて、入力動画
像信号を変換し、表示部１０５に出力する。
【０１５９】
　ステップＳ１２０４において、表示部１０５は、調整データに基づいて表示部１０５の
パラメータを調整し、画像を表示する。
【０１６０】
　ステップＳ１２０５において、画像入力装置１０７は、調整データに基づいて撮像され
た画像信号を変換し、入力動画像信号を画像処理部１０４に送出する。
【０１６１】
　以上説明したように、本形態の調整部１０３は、表示制御装置１０６に入力される入力
動画像信号そのものを変換するためのパラメータ（調整データ）を画像入力装置１０７へ
出力すると共に、適宜、画像処理部１０４や表示部１０５に対して調整データを出力する
。このようにすることで、表示画像の劣化を知覚されにくくすることができる。
【０１６２】
　＜その他の実施形態＞
　本発明の目的は、次の形態によっても達成される。即ち、前述した実施形態の機能を実
現するソフトウエアのプログラムコードを記録した記録媒体を、システムあるいは装置に
供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵまたはＭＰ
Ｕ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する形態である。この場合
、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現する
こととなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【０１６３】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０１６４】
　また、本発明は、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、
前述した実施例の機能が実現される形態には限られない。すなわち、そのプログラムコー
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ドの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（
ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施例の機
能が実現される場合も含まれる。
【０１６５】
　さらに、本発明には、以下の形態も含まれる。すなわち、記憶媒体から読み出されたプ
ログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続され
た機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれる。その後、そのプログラムコードの指
示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の
一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される形態であ
る。
【符号の説明】
【０１６６】
　１０１　応答特性入力部
　１０２　視覚特性決定部
　１０３　調整部
　１０４　画像処理部
　１０５　表示部
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